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第一　土地の表示に関する登記

一　土地の表題登記

１　新たに土地が生じた場合　１
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２　従来から存する土地で共有の場合　２
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皆　分筆後の乙土地の全部に地役権が存続する場合　21
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六　所有者又は持分の更正の登記

１　所有者の更正の場合　43

２　所有者の持分の更正の場合　44
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５　定期借地権としての賃借権の設定　290

６　事業用定期借地権としての賃借権の設定

晦　借地借家法第23条第１項の事業用定期借地権　291
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４　債務引受の場合

晦　免責的債務引受　401

銀　１番抵当権の債務者の表示を抹消する記号（下線）を記録する。

械　重畳的債務引受　402
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５　債務の承継（相続）の場合

晦　共同相続人の一人が遺産分割により，債権者の承認を得て債務を引き受けた場合　403
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６　信託財産の処分又は管理により不動産を信託財産とした場合

晦　信託財産の処分により不動産を取得した場合　520

銀　信託財産に属する金銭により不動産を取得した例
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械　信託財産の処分により別信託の目的である不動産を取得した場合　521

銀１　信託財産に属する金銭により不動産を取得した例

２　持分に対する信託の場合は「（何某）信託財産の処分による信託」とする。

３　順位２番の信託の登記を抹消する記号（下線）を記録する。
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